
調　査　計　画

１ 調査の名称

都道府県知事認可漁業協同組合の職員に関する一斉調査

２ 調査の目的

漁業協同組合（以下「漁協」という。）の職員に関する実態を把握し、漁協に対する

指導を行う上での基礎資料とする。

３ 調査対象の範囲

（１）地域的範囲

全国

（２）属性的範囲

水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）第64条の規定に基づき都道府県知事に

より設立認可された漁協のうち、沿海地区漁協で組合員が出資を行っている漁協（沿

海地区出資漁業協同組合）

４ 報告を求める者

（１）数

１，１５９漁協

（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出）

各都道府県が把握している水産業協同組合法（昭和23年法律242号）第64条の規定

に基づき都道府県知事により設立認可された漁協の名簿を利用する。

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間

（１）報告を求める事項

漁業協同組合に関する以下の事項

① 組合の名称

② 職員について（臨時職員を除く。）

ア 年齢別、性別の職員数

イ １か月分の給与（９月分）、職員の平均勤務年数等

ウ １週間における所定内労働時間

エ 週休２日制の実施状況

オ 定年制の実施状況

カ 退職者数、退職金の総額、退職者の平均年齢、退職者の平均勤続年数

キ 採用者数、学校新卒者１人当たりの初任給の額
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（２）基準となる期日又は期間

調査は、調査を行う年の前年の４月１日から当年３月３１日までの間に終了した事

業年度末日現在を調査対象日とする。

６ 報告を求めるために用いる方法

（１）調査組織

水産庁－都道府県－漁業協同組合

（２）調査方法（□調査員調査 ■郵送調査 □オンライン調査 □その他（ ））

水産庁が都道府県を通じて、各漁協へ郵送により調査票を配布・回収する方法によ

り行う。

７ 報告を求める期間

（１）調査の周期

２年

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限

調査票の配布開始予定 調査年の７月１日

調査票の回収終了予定 調査年の８月31日

８ 集計事項

都道府県別に以下の集計を行う。

① 年齢別、性別職員数

② 給与・賞与及び平均勤務年数

③ １週間における所定内労働時間別組合数

④ 週休２日制の実施状況別組合数

⑤ 定年制の年齢別組合数

⑥ 退職した職員の退職金等

⑦ 採用者数及び学校新卒者の初任給

９ 調査結果の公表の方法及び期日

（１）公表の方法

調査結果を報告書として刊行するとともにホームページに掲載する

（２）公表の期日

調査実施の翌年４月下旬

10 使用する統計基準

本調査は、水産業協同組合法に基づき設立された漁協のうち、沿海地区出資漁協のみ

を対象としているため、調査対象の範囲の画定や集計結果の表章に統計基準を使用しな
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い。

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者

①調査票情報の保存期間

調査実施年の翌年の１月１日から起算して、記入済み調査票を１年、調査票の内容

を記録した電磁的記録を５年保存する。

②保存責任者

水産庁漁政部水産経営課長
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